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各地域薬剤師会会長 様 

 

公益社団法人静岡県薬剤師会 

会長 岡 田 国 一 

 

 

令和６年薬局機能情報定期報告等について 

 

標題の件について、静岡県健康福祉部長から別添写（令和６年 12 月 25 日付け衛薬第

1057 号）のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

特に、令和５年度の定期報告から、厚生労働省の医療機関等情報支援システム「Ｇ－Ｍ

ＩＳ」による報告となっておりますのでご留意願います。 

つきましては、会務ご繁忙の折誠に恐縮に存じますが、別添通知等を十分ご確認のうえ、

期間内に報告されますよう貴会会員への周知徹底方よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

【定期報告の報告期間】 

令和７年１月６日（月）から令和７年３月 31 日（月）まで 

 

 

 

 

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；鈴木  

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

E-mail：syokunou@shizuyaku.or.jp 

 

重 要 



衛 薬 第 1 0 5 7 号

令和６年 12 月 25 日

公益社団法人静岡県薬剤師会長 様

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会静岡県支部長 様

一般社団法人日本保険薬局協会長（静岡県担当扱い） 様

静岡県健康福祉部長

令和６年薬局機能情報定期報告等について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

35 年法律第 145 号）第８条の２の規定に基づき、本県では「静岡県薬局機能情

報提供制度実施要領」（以下「要領」という。）を定め、薬局開設者は、薬局機

能情報について、新規報告、定期報告及び変更報告を行うこととしています。

特に、令和５年度の定期報告から、厚生労働省の医療機関等情報支援システ

ム（以下、「Ｇ－ＭＩＳ」という。）による報告となっておりますので、下記

に御留意の上、報告事項に遺漏なく、また、遅滞なく報告を行うよう貴会会員

へ御周知願います。

記

１ 対象

令和６年 12 月 31 日時点で薬局開設の許可を受けている全ての薬局

２ 報告事項

要領別表「静岡県における薬局機能情報報告・公表事項」

令和６年12月31日時点の内容を「静岡県薬局機能情報提供制度実施要領（最

終改正：令和５年 12 月 25 日）」に基づき報告してください。

３ 報告期間

令和７年１月６日（月）から令和７年３月末日まで

４ 報告方法

原則、「Ｇ－ＭＩＳ」にて報告してください。なお、インターネット回線が

ない等のやむを得ない事情がある場合には、個別に保健所（政令市は県薬事

課）に相談してください。
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写



【Ｇ－ＭＩＳによる報告について】

厚生労働省Ｇ－ＭＩＳログイン画面からログインし、医療機能・薬局機能

情報提供制度定期報告操作マニュアルを参考に定期報告をしてください。

５ 問合せ

不明な点がありましたら、管轄する保健所にお問い合わせください。

６ 留意事項

(1) 薬局機能情報提供制度に関する関係法令やマニュアル等を薬事課ホーム

ページに掲載しているので参照してください。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/yakuji/1040703/1059405.html

(2) 報告した情報は、薬局内においても閲覧に供する必要があります。

(3) 基本情報等に変更が生じた場合は、定期報告の期間によらず、随時変更

報告を行う必要があります。

担 当 生活衛生局薬事課薬事企画班

電話番号 0 5 4 - 2 2 1 - 2 4 1 2


